
最高裁秘書第4595号

令和元年9月18日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'l
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司法行政文書開示通知書

令和元年6月25日付け（同月26日受付，第014097号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 平成26年3月13日付け自動車損害賠償責任保険証明書(片面で1枚）

（2） 平成29年2月15日付け自動車損害賠償責任保険証明書(片面で1枚）

（3）平成31年2月13日付け自動車損害賠償責任保険証明書(片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)及び(3)の各文書には，公にすると法人の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（法人の印影） ，公にすると公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号等）及び警備上の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号等）が記載されてお

り， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第2号イ，第4号及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

（2） 1の(2)の文書には，個人識別情報（印影） ，公にすると法人の権利，競争上



の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報，公にすると公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号等）及び警備上の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（車両番号等）が記載されてお

り， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，第2号イ，第4号及

び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

ザ

担当課 秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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8平成22年4月1日の保険法の施行および自動車損害賠償保障法の－部改正に伴う自賠賀保険における主な変1
1更点をお知らせします。 ：
掴｢自動車摂害賠償資任保険普通保険約款｣の改定について ：
1 里建2翌月1日轤嘩険盤”ご契塾圭娼魑貿保険の約軟宅-"改定してい夜す.なお､平鹿22年3月31日以37保険弛卿i
： のご夷約であっても､“22年4月1日以謙発生の駆故については､改適此の内容に湿づいて取り扱い誤疵 ：
：＜主芯改定内容＞ 08

： 被保険茜が保険金胴敢竃行う靭合､必要となる四類をご狸出いただく嘱必謹慈手茂竃篭完了した日からその日を含めて30日以内に、 ：
；睦喜#隆騨謹誕誕妙畷璽璽唖鼬を霞で毘険金議認MIJ露で~職1燕釜蔬溺誘満灸緬離鼠i
： 保陵会社は砥"が必要芯壌mおよびその随配を終える時期を艫保険冠に通知し、約軟に定める日数蜜でに癖金遊お支払いします｡》 ：
i国6鋤の改正について ，、

：恥22竿4月'日蹴降暴隻の"について､僅険麓識よび自郷蛎率傭"麓に論けるi鼠駿金"鯛剥唾の’鋤鰄2零がら3零；： に改正されています。 08
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画自隠演保険（自動車損密賠償演任保濁の鵬毘
冒鯉癖鮮さ2重叫騨躍塗込死唾塗り蛭ために､彼保淡雷(侭険の“姪受けられる方､具体的には“密また
は運壺鋤鯛､否盛田寅唾を食う塩合の禰言について保険金雰をお支払いしま斑《人身願故に限り誤爽）
楽癖管には、レンタカーを脳りて使用する人､友人の車老IBりて煙用する人なども含寵れますb
■1識金等のお支払い内容

自臨貴保険の保険金尋は､迅逮かつ公平に保険金簿遍詞支払いするにめに.国土交通大臣および内閣緯理大臣によりI支払冨倒が定めら机て
い志すも

■鑿鮮蕊騨鑿鰯

国願故時のご対応および保潅等のご謂求
鍵篭離陸曹塗審垂.@鯉･謹哩鋤垂推と誉仁““に届け出てください.護施､彼害者と組密雷､目魑賢保喚
証明画雷号など車故のあら讃し毛遅通なく促険会社に届け出てください．

誰買露昼幽難L鯉麺勉喧劃遁睦なく鑓者がら省行うことができます.また､報”ほか､仮渡金の剖唖あり
ます。偉険孟専の鯛或に必要電頭や手嘱きのl¥弱につき表しては、保険会社に劃目睨ください．

噸面もご魔くださ”
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笹週睡題唾画こより
第1級:遍高3‘O“万円～
第14鯉：園届75万円

死亡による捌密 葬臓賀､逸失利益､慰朋料体人および湿鰯 遼高3pp0万円
死亡する旗でのIW杏による掘密 (侭香による捌寄の堀古と同じ） 侭高120万円
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i平成22年4月'日の保険法の鐙行および自動車損害堕償保障法の一部改正に伴う自陪貴保険における主な変更点をお知らせします。 1
1図｢自動車損害賠償責任保険普通保険約款｣の改定について ：

；露;鞠具剛騨溌迦墾錐，塞函陸⑮駁を÷"宝してい窪す.な識､平鰯22隼3月3，日以鰯爆鯉鯛のご翼絢であiO

I 2雪L錘Z2年4月1日以降尭主の駆畝については､改定麺内容I垂う耐て鼠麺風震颪
； ＜主な改定内容＞

i 輩僅蠅蕊鷺裂鳶驚驚質蕊窒肖M罐攪騨G謬豐露rL頚が垂｡壁含めて30白以内に､引受儒陰：
I 謡罷鷺駕曳誰睡鱗駆哩露盤垂険垂銭郵蔭巍嗣穂豊熟銅蹴誠穂吾信腰鑛龍蕊1
8 は露隠が必要な願項およびその堕隠を終える時期を彼保震琶に通知し､釣戟に定める日数までに保険金をお支払いします.）
I圏時効の改正について
： 平虚22年4月1日以降発生の事故について､係険法および自動麺揖啓局償保陣法におIる保険金等の踊求権の時効が2年から3年に改正され：
： ていま爽

竺･雪雲垂･a．?･･三･･--亨ｰ………･………号ｰｰｰ………………….…….………….……………..……………….…__…i
函自賭責保険(自動車損害賠償責任保濁の概要
謹聖蕊墜室灘婚昌墜'韮込延壷璽唾をめ喝還毘堕者侭険の繍償誉受Iられる万具体的には保荷雷這康たは運転壱)が
箪害壁画任露ぅ壇合の蝿冒について保険金尋巷お支払いしま爽叺蕊韮霞歴弗
緊保有壱には､レンタカーを鐙りて使用する人､友人の車を鰯りて使用する人なども含まれます．

園保険金等のお支払い内容

自跨責保険の保険金等は､迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために､国土交通大臣および内隠錨理大臣により｢支払基割斌起められていま
説

平成31年2月13日

自動車損害賠償責任保険証明書
3J目由71 事損害賠慣保侭
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図事故時のご対応および保険金等のご誇求
駅故を起こしたときは､ま誤け力6人の戟腰に努め､それとともに必ず塞震に届け出てください･讃た､超害者と加唇書目路厩保険証硯趨毎号など顎
故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出て<ださLL

讓聾曽鰡壁隆態塁宣伽龍)塑醗窒窪'壁壷ごとがで喜淡す.また､本踊求のほ力k仮涜金の制度があり蜜爽保険金尋の脚
素に必要な壱頚や手綴喜の詳謁につきましては､引受保険会社にご椙誤ください．
畷面もご覧くださ”
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公務部営業第二課．

AHD62
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法務弘済会

1162

損宙の範囲 支払限度頚瞳壱壱1名あたり》

侭塞による損琶 治願関係費､文暦料､休菜襖悪慰醐料． 最海120万円

後逓阻雷による損雪 逸失利益､慰閉科等

神珪系鶴.柄神･胸屡部諒盟に覇しい障啓を震して介璽が必要
な喝合

稚騎介璽のとき:最蒲4.000万円
瞳時介趣と塵:目高350"万円
後道函密の程度により
蕊1級:騒高3,"O万円～
第14級鐙冨75万円

死亡による損塞 葬鰻蜜､逸失利蕊慰謝料〈本人および週鰯 愚高3,”0万円

死亡するまでの悶杏による損害 (圏古による損密の堀合と同じ〕 迅麗120万円

証明書．
番号 ． 第b
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東京都千代田区神田駿河台三丁目9
三井住友海上火災保険(鯛本店
0120-281554嚥料）
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